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平成２３年１０月１日  №５５６（６）
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〜
町
長
に
決
算
審
査
意
見
書

を
提
出
〜

一.　

町
長
か
ら
審
査
に
付
さ
れ
た
平
成　

年
度
各

２２

会
計
決
算
書
、
財
産
に
関
す
る
調
書
及
び
関
係

諸
帳
簿
、
証
書
類
等
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
い

ず
れ
も
正
確
に
記
帳
さ
れ
、
そ
の
内
容
も
適
正

な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　

審
査
の
結
果

一.　

本
審
査
を
通
じ
て
確
認
し
た
予
算
の
執
行
に

つ
い
て
は
、
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
て

お
り
、
適
正
と
認
め
ら
れ
る
。

二.　

世
界
経
済
、
金
融
情
勢
の
悪
化
に
伴
い
、
そ

の
影
響
が
町
財
政
に
も
及
ぶ
こ
と
が
大
変
危
惧

さ
れ
る
状
況
に
あ
り
、
町
民
の
ニ
ー
ズ
も
多
岐

に
わ
た
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
さ
ら
な
る
有
効

活
用
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て

は
、
常
に
公
共
性
、
公
平
性
の
観
点
に
立
ち
、

予
算
の
効
果
的
な
配
分
を
行
う
と
と
も
に
、
行

政
改
革
を
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
い
。
職
員
数

の
適
正
化
に
つ
い
て
も
計
画
的
に
進
め
ら
れ
て

お
り
、
人
員
・
人
件
費
の
削
減
に
繋
が
っ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
職
員
の

質
の
確
保
、
行
政
事
務
の
適
正
な
執
行
に
繋
が

っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
評
価
検
討
を
加
え
ら
れ

た
い
。

三.　

税
、
使
用
料
の
滞
納
が
年
々
増
嵩
し
て
い
る
。

平
成　

年
度
に
税
務
住
民
課
に
収
納
係
を
設
け
、

２１

税
の
滞
納
処
分
の
一
元
化
を
図
っ
て
い
る
が
、

一
滞
納
者
が
税
・
使
用
料
等
と
重
複
し
て
滞
納

し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
関
係
各
課
の
連
絡
調

整
を
密
に
し
、
確
実
に
徴
収
が
で
き
る
よ
う
、

さ
ら
な
る
体
制
強
化
に
努
め
ら
れ
た
い
。
特
に

長
期
に
わ
た
る
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
厳
正
に

対
応
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
不
納
欠
損
に
対
し
て

は
、
法
的
根
拠
に
基
づ
き
、
関
係
各
課
で
共
通

認
識
を
も
っ
て
対
応
さ
れ
た
い
。

　　

審
査
結
果
の
見
方

　
　

対　

監
査
対
象
（
担
当
課
等
）

　
　

監　

監
査
委
員
の
指
摘
事
項

　
　

町　

町
の
改
善
策
等

　
対　
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全
課（
局
・
室
）に
共
通
の
指
摘
事
項

監　

職
員
数
の
適
正
化
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
人

員
削
減
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

常
勤
職
員
を
減
員
し
た
と
こ
ろ
に
非
常
勤
職
員

を
配
置
し
て
い
る
部
署
も
あ
る
よ
う
に
見
受
け

る
。
こ
の
数
年
間
の
「
常
勤
職
員
と
非
常
勤
職

員
」
の
時
間
外
勤
務
を
含
ん
だ
総
労
働
時
間
数

を
比
較
し
、
少
数
精
鋭
と
い
っ
た
真
の
人
員
適

正
化
が
図
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
類
似
団
体
と
の
比
較
を
行
わ
れ
た
い
。

町　

常
勤
職
員
を
減
員
し
、
非
常
勤
職
員
を
配
置

す
る
の
は
、
第
二
次
定
員
適
正
化
計
画
に
あ
る

技
能
・
労
務
職
員
で
す
。
近
年
は
、
教
育
委
員

会
が
該
当
し
、
適
正
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

職
員
の
総
労
働
時
間
数
に
つ
い
て
は
調
査
を
重

ね
、
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
足
柄
上
地

区
に
お
け
る
松
田
町
の
類
似
団
体
は
、
中
井
町
、

山
北
町
と
な
り
ま
す
。
平
成　

年
４
月
１
日
現

２２

在
の
職
員
数
は
、
中
井
町
１
０
５
人
、
松
田
町

１
１
２
人
、
山
北
町
１
５
２
人
、
人
口
千
人
当

た
り
の
職
員
数
は
、
中
井
町　

・
６
人
、
松
田

１０

町
９
・
４
人
、
山

北
町　

・
７
人
で

１２

す
。
ま
た
、
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
は
、

中
井
町　

・
２
、

９６

松
田
町　

・
８
、

９４

山
北
町　

・
２
と

９７

な
っ
て
い
ま
す
。

（
庶
務
課
）

監　

出
先
機
関
に
お
い
て
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
臨
時

雇
用
職
員
の
力
量
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き

い
が
、
若
い
世
代
の
雇
用
の
機
会
の
創
出
に
つ

な
が
ら
な
い
。　

歳
以
上
の
臨
時
職
員
の
雇
用

６５

に
つ
い
て
は
、
健
康
面
の
リ
ス
ク
等
を
考
慮
し
、

世
代
交
代
を
図
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
い
。

町　

本
人
の
勤
務
状
況
、
作
業
の
熟
練
度
及
び
安

全
性
を
検
証
し
た
上
で
、
雇
用
切
り
替
え
の
検

討
を
進
め
ま
す
。（
環
境
経
済
課
・
建
設
課
・

教
育
課
）

監　

法
令
を
遵
守
す
る
公
務
員
と
し
て
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
を
担
う
観
点
か
ら
、
住
民
感
情
か
ら
も

間
違
い
は
許
さ
れ
な
い
。
漫
然
と
し
た
執
務
は

不
祥
事
、
信
用
失
墜
に
繋
が
る
。
窓
口
等
で
の

対
応
は
、
早
け
れ
ば
早
い
方
が
よ
い
。
遅
く
な

る
ほ
ど
、
逸
失
利
益
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
。

事
務
事
業
担
当
と
し
て
、
担
い
き
れ
な
い
こ
と

は
、
上
司
に
報
告
、
相
談
す
る
、
ま
た
、
上
司

は
部
下
を
指
導
監
督
す
る
立
場
か
ら
も
、
部
下

の
執
務
状
況
に
目
配
り
、
気
配
り
を
し
、
部
下

が
担
い
き
れ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
、
補
足

対
応
で
き
る
姿
勢
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
不

祥
事
の
賠
償
責
任
の
所
在
は
、
個
人
に
も
あ
る

時
代
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
れ
た
い
。

町　
「
報
告
、
連
絡
、
相
談
」
を
徹
底
さ
せ
て
い
き

ま
す
。（
全
課
（
局
・
室
））

監　

職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
つ
い
て
も
、

執
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
推
奨
し
、
職
員
の

健
康
管
理
を
適
正
に
行
わ
れ
た
い
。

町　
「
松
田
町
職
員
子
育
て
プ
ラ
ン
」の
目
標
で
あ

る　

％
（　

日
）
取
得
を
達
成
で
き
る
よ
う
、

５０

１０

周
知
に
努
め
ま
す
。（
庶
務
課
）

町　

職
員
が
相
互
に
連
絡
調
整
を
行
い
、
休
暇
が

取
得
で
き
る
よ
う
努
め
ま
す
。（
全
課（
局
・
室
））

監　

税
・
料
等
の
滞
納
者
へ
の
収
納
対
策
に
つ
い

て
は
、
全
庁
体
制
で
滞
納
者
の
名
寄
せ
を
行
い
、

計
画
的
に
実
施
さ
れ
た
い
。
不
納
欠
損
に
対
す

る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
研
修
担
当
部
局
の

責
任
で
担
当
職
員
等
に
研
修
を
行
い
、
法
的
根

拠
に
基
づ
い
て
、
共
通
認
識
を
も
っ
て
、
対
応

さ
れ
た
い
。

町　

税
務
住
民
課
で
把
握
す
る
業
務
に
つ
い
て
は

名
寄
せ
が
可
能
で
す
が
、
シ
ス
テ
ム
の
異
な
る

他
の
業
務
の
滞
納
者
を
シ
ス
テ
ム
上
で
突
合
作

業
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
統
一
の
フ
ォ

ー
マ
ッ
ト
に
抽
出
し
て
、
突
合
で
き
る
か
を
検

討
し
ま
す
。（
税
務
住
民
課
）

町　

専
門
性
の
高
い
研
修
に
つ
い
て
は
、
講
師
の

費
用
の
面
か
ら
、
外
部
研
修
を
利
用
し
て
お
り
、

平
成　

年
度
も
神
奈
川
県
市
町
村
研
修
セ
ン
タ

２３

ー
で
「
税
務
職
員
（
徴
収
基
礎
）」、「
税
務
研

修
（
徴
収
実
務
）」
が
、
市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー

で
「
市
町
村
税
徴
収
事
務
」
が
メ
ニ
ュ
ー
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
研
修
に
つ
い

て
は
、
業
務
の
状
況
を
勘
案
し
、
所
属
長
の
判

断
の
下
、
推
薦
を
も
っ
て
受
講
さ
せ
て
い
ま
す
。

（
庶
務
課
）

町　

滞
納
者
の
情
報
共
有
化
に
努
め
ま
す
。（
庶
務

課
・
健
康
福
祉
課
・
環
境
経
済
課
・
建
設
課
・

教
育
課
）

 

対　

課（
局
・
室
）ご
と
の
指
摘
事
項

対　

出　

納　

室

監　

現
金
収
納
に
つ
い
て
、
指
定
金
融
機
関
へ
の

納
付
を
翌
営
業
日
と
な
る
よ
う
、
関
係
各
課
と

連
携
し
調
整
さ
れ
た
い
。

町　

松
田
町
予
算
決
算
会
計
規
則
の
規
定
に
よ
り
、

現
金
収
納
に
努
め
ま
す
。
一
部
出
先
機
関
に
お

い
て
は
、
翌
営
業
日
の
納
付
が
不
可
能
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
同
規
則
第　

条
た
だ
し

４０

書
き
の
例
外
規
定
の
適
用
を
認
め
、
処
理
す
る

も
の
と
し
ま
す
。（
会
計
管
理
者
）

監　

ペ
イ
オ
フ
の
緊
急
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、

預
金
を
決
済
用
預
金
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い

が
、
即
時
に
ペ
イ
オ
フ
と
な
る
も
の
で
は
な
い

の
で
、
有
利
子
の
預
金
に
切
り
替
え
ら
れ
た
い
。

町　

①
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
、
貯
金
額
が
１
千
万
円

を
超
え
て
い
る
た
め
、
強
制
的
に
無
利
息
と
な

り
ま
す
。
②
横
浜
銀
行
、
ス
ル
ガ
銀
行
、
み
ず

ほ
銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
中
央
労
働
金
庫
の
各

金
融
機
関
は
、
預
金
種
類
の
変
更
が
可
能
な
た

め
、
決
済
用
預
金
か
ら
有
利
子
の
普
通
預
金
等

へ
順
次
変
更
の
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
③
さ
が

み
信
用
金
庫
、
か
な
が
わ
西
湘
農
協
、
三
井
住

友
銀
行
の
３
金
融
機
関
は
、
口
座
番
号
が
同
じ

ま
ま
で
、
預
金
種
類
を
決
済
用
預
金
か
ら
有
利

子
の
普
通
預
金
へ
変
更
が
で
き
な
い
た
め
、
現

状
の
ま
ま
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
基
金
に
つ
い

て
は
、
口
座
番
号
の
変
更
が
あ
っ
て
も
特
に
影

響
が
な
い
の
で
、
預
金
の
種
類
を
決
済
用
預
金

か
ら
有
利
子
の
普
通
預
金
、
定
期
預
金
等
へ
順

次
切
り
替
え
て
ま
い
り
ま
す
。

対　

議
会
事
務
局

監　

議
会
広
報
紙
面
等
で
扱
う
計
数
は
根
拠
の
あ

る
も
の
を
用
い
、
計
数
の
見
方
に
つ
い
て
は
説

明
を
添
え
ら
れ
た
い
。

町　

こ
れ
ま
で
議
会
広
報
紙
に
掲
載
し
た
予
算
額

監査広報 
 

平成２２年度 決算審査の結果 

ＮＯ．１１ 
 Ａｕｄｉｔ ｐｕｂｌｉｃ ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 

　決算審査は、地方自治法等に根拠をおき、１年間の 
行政活動が適正に行われたかを審査しています。 
　７月２０日から２８日までの間に７日間審査が行われ
ましたので、その結果をお知らせします。 

（ 対：監査対象　監：監査委員の指摘事項　町：町の改善策等）


